
 
 

 
 
 

 
 

労災保険の特別加入制度 
－労災適用対象外の方の加入－  

  
労災保険は労働者の業務上の事由による災害又

は通勤途上における災害に対する保護制度です。

一方自営業者や家族従事者は原則として保護の対

象とはされていませんが、災害発生状況から見て

労働者に準じて保護する必要があるものとして、

そのような方々に労災保険の加入を認めようとす

るのが特別加入の制度です。  
 
 特別加入には次のような種類があります。  
 
ｲ．中小事業主及びその者が行う事業に従事する

家族従事者や代表者以外の役員で取締役等  
 
ﾛ．一人親方その他の自営業者  
①個人タクシー業者及び個人貨物運送業者等  
②土木、建設等の事業を行う者  
③林業、水産業等の事業を行う者  

・林業 立木の伐採、造林、木炭又は

薪生産者  
・漁業 漁船に乗り組んでいる者  

④医薬品の配置販売の事業を行う者  
⑤再生利用目的の廃棄物を扱う事業を行う者  
 
ﾊ．農業従事者や家内労働者等特定作業従事者  
 
ﾆ．海外派遣者  
 海外で行われる事業に派遣される労働者で、

一定条件の者。労災は属地主義により適用は日本

国内の事業場に限られているため海外の事業場に

派遣された者は対象外となるためです。  
  
特別加入制度は種類によって加入申請方法が異

なりますので、労働基準監督署や社会保険労務士

にご相談下さい。  

 
 
 

厚生年金保険の保険料率改定 
―毎年加入者全員の控除額が変更される― 

 
平成１６年の年金制度改正で、厚生年金保険の

保険料率については、平成１６年１０月分から毎

年 0.354％ずつ引き上げられ、平成２９年９月以

後は 18.3％に固定されることになりました。 

これにより、今年も平成１８年９月分から厚生

年金保険の保険料率が次のように変更されます。 

 

＜平成 18 年８月分まで＞  １４．２８８％ 

               ↓ 

＜平成 18 年９月分から＞  １４．６４２％ 

 

この保険料率は「平成１８年９月分（同年１０

月納付分）から平成１９年８月分（同年９月納付

分）まで」の保険料を計算する際に用います。 

また、厚生年金基金に加入している場合の保険

料率は、基金ごとに異なりますので、基金の掛金

と併せ加入している厚生年金基金にご確認下さ

い。 

９月の社会保険料は算定基礎届で決定された

標準報酬月額を反映させる必要もありますので、 

１０月支払いの給与計算をする際には「（健康・

介護・厚生年金保険の）標準報酬月額」「厚生年

金保険の保険料率」の２点に注意して、正しく保

険料を控除しましょう（保険料を当月控除してい

る会社は９月支払いの給与計算）。 

更に、賞与にかかる保険料率も同様に変更とな

りますので、９月１日以降に支給する賞与につい

ては新しい保険料率を標準賞与額（賞与額から

1,000 円未満の端数を切り捨てた額。上限 150 万

円）に乗じて算出・控除して下さい。 
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